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別府市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱  

 

制定 平成３０年７月１０日  

別府市告示第２５８号  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、地震発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人

への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等

の一部又は全部の解体撤去（以下「除却」という。）を行う者に対して、

これに要する経費について別府市危険ブロック塀等除却事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付について、別府市

補助金等交付規則（平成２年別府市規則第５０号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック

造、石造、れんが造その他組積造による塀（フェンスその他これらに類

するものとの混用の場合を含む。）及び門柱をいう。  

 （補助事業）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

本市に所在するブロック塀等で次条第１項に規定する補助対象ブロック

塀等に該当するものを所有し、又は管理する者が当該ブロック塀等の除

却をする事業とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、補助金を交付し

ない。  

 (1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体  

 (2) 補助金の交付を受けたことがある者（当該補助金に係るブロック塀

等の除却をした土地と同一画の土地において、ブロック塀等の除却を

しようとする者に限る。）  

 (3) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下こ

の号において同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をい
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う。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者  

 （補助対象ブロック塀等）  

第４条 補助金の交付の対象となるブロック塀等（以下「補助対象ブロッ

ク塀等」という。）は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすブロック塀

等であって、別府市が危険であると確認したものとする。  

 (1) 道路（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定す

る道路をいう。）に面すること。  

 (2) 高さが１メートル以上あること。  

 (3) ひび割れ又は傾きが認められること。  

 (4) 建築基準法第４４条第１項の規定に違反していないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、ブロック塀等が地震等の発生により倒壊の

おそれがあり、かつ、通行人に対し危険であると市長が認める場合は、

当該ブロック塀等を補助対象ブロック塀等とする。  

 （補助対象経費及び補助金の額）  

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象ブロック塀等の除却に要する費用（消費税及び地方消費税

を除く。）とする。  

２ 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、７０，００

０円を限度額とする。  

３ 補助金は、予算の範囲内において交付する。  

 （補助対象ブロック塀等の判定）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめブロック塀等が、

補助対象ブロック塀等に該当するか否かの判定を受けなければならない。 

２ 前項の判定を受けようとする者は、事前調査申請書（様式第１号）に

ブロック塀等の位置図を添えて、市長に提出しなければならない。  

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、現地調査をしたうえ、

補助対象ブロック塀等に該当するか否かを判定し、当該申請をした者に

通知する。  

 （補助金の交付申請）  

第７条 前条第３項の規定により補助対象ブロック塀等に該当する旨の判
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定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、別府市危険ブ

ロック塀等除却事業補助金交付申請書（様式第２号）に、次に掲げる書

類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。  

 (1) 誓約書（様式第３号）  

 (2) 補助対象ブロック塀等の位置、構造、長さ及び高さを記入した配置

図  

 (3) 補助対象ブロック塀等の現在の状況が分かる写真  

 (4) 補助対象ブロック塀等の除却に係る見積書の写し  

 (5) その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の交付決定）  

第８条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、

適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、別府市危険ブロック

塀等除却事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により当該申請をし

た者に通知するものとする。  

 （補助事業の着手）  

第９条 補助事業は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に

行わなければならない。  

 （補助事業の変更）  

第１０条 第８条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとするときは、別

府市危険ブロック塀等除却事業補助金交付変更申請書（様式第５号）に

市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。  

２ 市長は、前項の承認をしたときは、別府市危険ブロック塀等除却事業

補助金交付決定変更通知書（様式第６号）により、交付決定者に通知す

るものとする。  

 （補助事業の取りやめ申請）  

第１１条 交付決定者は、補助事業を取りやめようとするときは、別府市

危険ブロック塀等除却事業取りやめ申請書（様式第７号）を市長に提出

しなければならない。  

 （完了報告）  
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第１２条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、別府市危険ブロッ

ク塀等除却事業完了報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、

補助事業を完了した日から起算して２０日を経過した日又は補助金の交

付の決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに市

長に提出しなければならない。  

 (1) 補助対象ブロック塀等の除却に係る工事費の領収書の写し  

 (2) 補助対象ブロック塀等の除却に係る工事の写真（除却中及び除却後

の状況が分かるもの）  

 (3) その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  

第１３条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、その内容を審査

し、及び補助対象ブロック塀等の除却の状況を確認し、適当と認められ

るときは、交付すべき補助金の額を確定し、別府市危険ブロック塀等除

却事業補助金の額の確定通知書（様式第９号）により交付決定者に通知

するものとする。  

 （補助金の交付請求）  

第１４条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた交付決定者

は、補助金の交付を請求しようとするときは、別府市危険ブロック塀等

除却事業補助金交付請求書（様式第１０号）（ブロック塀等の除却を行っ

た工事施工者を補助金の受領者として指定するときは、別府市危険ブロ

ック塀等除却事業補助金交付請求書（代理受領）（様式第１１号））を市

長に提出しなければならない。  

 （交付決定の取消し等）  

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更する

ことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、

交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。  

 (1) この要綱及び補助金の交付の条件に違反したとき。  

 (2) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があった

とき。  

 (3) その他不正の行為があったとき。  
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 (4) 第１１条の規定による届出があったとき。  

 （その他）  

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

 この要綱は、平成３０年７月１７日から施行する。  


